
平
成
十
四
年
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
八
号

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
五
号
の
特
殊
の
用
途
に
使
用
す
る
自
動
車

を
定
め
る
省
令

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
第
一
条
第
五
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
五
号
の
特
殊
の
用
途
に
使
用

す
る
自
動
車
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
五
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
ホ
イ
ー
ル
式
高
所
作
業
車

二
　
無
人
搬
送
車

三
　
構
内
け
ん
引
車

四
　
走
行
台
車
（
道
路
以
外
の
場
所
の
み
に
お
い
て
用
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
運
搬
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五
　
重
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク

六
　
ド
リ
ル
ジ
ャ
ン
ボ
（

さ
く鑿

岩
機
を
支
持
す
る
ア
ー
ム
が
二
本
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

七
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
吹
付
機

八
　
非
屈
折
式
ロ
ー
ド
ヒ
ー
タ

九
　
ゴ
ル
フ
カ
ー

十
　
遊
戯
用
自
動
車

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
施
行
の

日
（
平
成
十
五
年
一
月
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
九
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


